
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
商品役務の提供を受けるために行列して待っている提供者の端末と、前記提供者と行列を
交代する、行列の交代権の競売システムと、前記行列の交代権に対する入札を行う入札者
の端末とを備え

前記入札者の端末が、
ａ）行列の交代権に対する入札額を前記競売システムに送信するステップを実行し、
前記競売システム 、
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るコンピュータシステムにおいて用いられる待ち行列の交代方法であって
、
前記競売システムが、商品役務の提供を受けるために行列して待っている提供者と行列を
交代する、行列の交代権と、前記行列して待っている提供者を確認するための提供者確認
情報と、前記行列の交代権を落札した落札者を確認するための落札者確認情報とを関連付
けて格納する確認情報記憶手段と、前記行列の交代権を落札する落札条件を格納した落札
条件記憶手段と、前記行列の交代権と、提供者側交代権用パスワードと、落札者側交代権
用パスワードとを関連付けて格納するパスワード記憶手段と、外部装置との通信手段と、
これら各手段の動作を制御する情報の処理手段とを備えると共に、

の処理手段が
ｂ１）行列の交代権に対する入札額を前記通信手段を介して受け付けるステップと、
ｂ２）前記落札条件記憶手段に格納された落札条件を満たす、前記受け付けた入札額を提
示した入札者を落札者として決定するステップと、
ｂ３）当該決定した落札者が落札した行列の交代権に対応する提供者確認情報と落札者確



前記提供者の端末が、
ｃ）当該提供者が行列して待っている際に、前記落札者の端末に送信された落札者側交代
権用パスワード及び提供者確認情報に基づいて、前記落札者から提示された落札者側交代
権用パスワードを行列の交代権に関連付けて、前記競売システムに送信するステップを実
行し、
前記落札者の端末が、
ｄ）前記提供者が行列して待っている際に、前記提供者の端末に送信された提供者側交代
権用パスワード及び落札者確認情報に基づいて、前記提供者から提示された提供者側交代
権用パスワードを行列の交代権に関連付けて、前記競売システムに送信するステップを実
行し、
前記競売システム が、
ｅ）前記ｃステップの提供者の端末から受信した、前記行列の交代権に関連付けられた落
札者側交代権用パスワードと、前記ｄステップの落札者の端末から受信した、前記行列の
交代権に関連付けられた提供者側交代権用パスワードとの対応関係と、前記 ステップ
で送信した落札者側交代権用パスワードと 提供者側交代権
用パスワードとの対応関係とを照合し、照合結果が一致した場合は、行列の交代を許可す
る旨の情報を前記落札者の端末又は／及び前記提供者の端末に送信するステップ、
を実行することを特徴とした待ち行列の交代方法。
【請求項２】
請求項 記載の待ち行列の交代方法に用いられる競売システムであって、
前記競売システムは、
商品役務の提供を受けるために行列して待っている提供者と行列を交代する、行列の交代
権と、前記行列して待っている提供者を確認するための提供者確認情報と、前記行列の交
代権を落札した落札者を確認するための落札者確認情報とを関連付けて格納する確認情報
記憶手段と、前記行列の交代権を落札する落札条件を格納した落札条件記憶手段と、前記
行列の交代権と、提供者側交代権用パスワードと、落札者側交代権用パスワードとを関連
付けて格納するパスワード記憶手段と、外部装置との通信手段と、これら各手段の動作を
制御する情報の処理手段とを備え、
前記処理手段は、
ａ）行列の交代権に対する入札額を前記通信手段を介して受け付けるステップと、
ｂ）前記落札条件記憶手段に格納された落札条件を満たす、前記受け付けた入札額を提示
した入札者を落札者として決定するステップと、
ｃ）当該決定した落札者が落札した行列の交代権に対応する提供者確認情報と落札者確認
情報とを前記確認情報記憶手段から読み出すステップと、
ｄ）前記ｂステップで決定した落札者が落札した行列の交代権に対応する提供者側交代権
用パスワードと落札者側交代権用パスワードとを前記パスワード記憶手段から読み出すス
テップと、
ｅ）前記ｃステップで読み出した提供者確認情報と、前記ｄステップで読み出した落札者
側交代権用パスワードとを、前記ｂステップで決定した落札者の端末に送信するステップ
と、
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認情報とを前記確認情報記憶手段から読み出すステップと、
ｂ４）前記ｂ２ステップで決定した落札者が落札した行列の交代権に対応する提供者側交
代権用パスワードと落札者側交代権用パスワードとを前記パスワード記憶手段から読み出
すステップと、
ｂ５）前記ｂ３ステップで読み出した提供者確認情報と、前記ｂ４ステップで読み出した
落札者側交代権用パスワードとを、前記ｂ２ステップで決定した落札者の端末に送信する
ステップと、
ｂ６）前記ｂ３ステップで読み出した落札者確認情報と、前記ｂ４ステップで読み出した
提供者側交代権用パスワードとを、前記ｂ２ステップで決定した落札者が落札した行列の
交代権を提供した提供者の端末に送信するステップと、を実行し、

の処理手段

ｂ５
、前記ｂ６ステップで送信した

１



ｆ）前記ｃステップで読み出した落札者確認情報と、前記ｄステップで読み出した提供者
側交代権用パスワードとを、前記ｂステップで決定した落札者が落札した行列の交代権を
提供した提供者の端末に送信するステップと、
ｇ）前記提供者が行列して待っている際に、前記ｅステップの落札者の端末に送信した落
札者側交代権用パスワード及び提供者確認情報に基づいて、前記落札者から提示された落
札者側交代権用パスワードを行列の交代権に関連付けて、前記提供者の端末から前記通信
手段を介して受信するステップと、
ｈ）前記提供者が行列して待っている際に、前記ｆステップの提供者の端末に送信した提
供者側交代権用パスワード及び落札者確認情報に基づいて、当該提供者から提示された提
供者側交代権用パスワードを行列の交代権に関連付けて、前記落札者の端末から前記通信
手段を介して受信するステップと、
ｊ）前記ｇステップで受信した行列の交代権に関連付けられた落札者側交代権用パスワー
ドと、前記ｈステップで受信した行列の交代権に関連付けられた提供者側交代権用パスワ
ードとの対応関係と、前記ｅステップで送信した落札者側交代権用パスワードと、前記ｆ
ステップで送信した提供者側交代権用パスワードとの対応関係とを照合し、照合結果が一
致した場合は、行列の交代を許可する旨の情報を前記落札者の端末又は／及び前記提供者
の端末に送信するステップと、
を実行することを特徴とした競売システム。
【請求項３】
請求項 記載の競売システムにおいて、
前記競売システムが、入札者の識別情報と、当該入札者が決済するための決済情報との関
連付けを格納する決済情報記憶手段を備え、
前記処理手段は、
前記行列の交代権に対する入札額と入札者の識別情報とを関連付けて、前記通信手段を介
して受け付け、前記落札条件記憶手段に格納された落札条件を満たす、前記ｂステップの
落札者を決定すると、当該決定した落札者の識別情報に関連付けられた決済情報を前記決
済情報記憶手段から読み出し、当該読み出した決済情報に基づく決済を前記落札者が提示
した入札額に対して行わせるために、前記読み出した決済情報と前記決定した落札者が提
示した入札額とを関連付けて、前記通信手段を介して、外部の決済システムに送信するこ
とを特徴とした競売システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、商品役務の提供を受けるための待ち行列の免除方法及び待ち行列の交代方法に
関する。
【０００２】
【従来技術】
従来より、ゲームソフト、時計などの人気商品や品薄商品あるいはスポーツ観戦やコンサ
ート、アミューズメント施設などの人気チケットは、一般に行列して購入することが多い
。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来例にあっては、時間に余裕のある者をはじめ、時間に余裕のない
者も上述した商品やチケットを購入するために、行列に並ばなければならない結果となっ
ていた。このため、時間に余裕のない者は、結局行列に並ぶ時間を確保できず、その結果
、上述の商品やチケットを獲得できないという不都合があった。
【０００４】
また、上記従来例にあっては、行列に並んでいる者が、途中で商品やチケットの取得を断
念した場合であっても、第三者とその行列を交代することができず、その結果、行列に並
んでいる者が待ち時間を無駄にするという結果となっていた。
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【０００５】
【発明の目的】
本発明は、上述した状況下において、商品や役務の提供を受けるための待ち時間や手間、
労力を金銭価値と引き換えて商品や役務の提供を優先して獲得する、待ち行列の免除方法
及び待ち行列の交代方法を提供することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
【０００９】
請求項 記載の発明は、商品役務の提供を受けるために行列して待っている提供者の端末
と、上記提供者と行列を交代する、行列の交代権の競売システムと、上記行列の交代権に
対する入札を行う入札者の端末とを備えている

上記入札者の端末が、ａ）行列の交代権に対する入札額を上記競売システム
に送信するステップを実行し、上記競売システム

上記提供者の端末が、ｃ）当該提供者が行列して待っている際に、上記落札者の端末に
送信された落札者側交代権用パスワード及び提供者確認情報に基づいて、上記落札者から
提示された落札者側交代権用パスワードを行列の交代権に関連付けて、上記競売システム
に送信するステップを実行し、上記落札者の端末が、ｄ）上記提供者が行列して待ってい
る際に、上記提供者の端末に送信された提供者側交代権用パスワード及び落札者確認情報
に基づいて、上記提供者から提示された提供者側交代権用パスワードを行列の交代権に関
連付けて、上記競売システムに送信するステップを実行する。上記競売システム

が、ｅ）上記ｃステップの提供者の端末から受信した、上記行列の交代権に関連付けら
れた落札者側交代権用パスワードと、上記ｄステップの落札者の端末から受信した、上記
行列の交代権に関連付けられた提供者側交代権用パスワードとの対応関係と、上記 ス
テップで送信した落札者側交代権用パスワードと 提供者側
交代権用パスワードとの対応関係とを照合し、照合結果が一致した場合は、行列の交代を
許可する旨の情報を上記落札者の端末又は／及び上記提供者の端末に送信するステップを
実行する、という手法を採っている。
【００１０】
ここで、「行列」は、供給よりも需要が大きくなった場合に、商品や役務の提供を受ける
ための混雑や、順番待ちが生じている状態に加わる意であり、実際に人々が並ぶ待ち行列
のほか、観念的な混雑や順番待ち等を広く含む。「行列の交代権」は、商品や役務の提供
を受けるために行列に並んでいる者とその行列を交代する権利である。行列の交代権は、
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１

コンピュータシステムにおいて用いられる
待ち行列の交代方法である。そして、上記競売システムが、商品役務の提供を受けるため
に行列して待っている提供者と行列を交代する、行列の交代権と、上記行列して待ってい
る提供者を確認するための提供者確認情報と、上記行列の交代権を落札した落札者を確認
するための落札者確認情報とを関連付けて格納する確認情報記憶手段と、上記行列の交代
権を落札する落札条件を格納した落札条件記憶手段と、上記行列の交代権と、提供者側交
代権用パスワードと、落札者側交代権用パスワードとを関連付けて格納するパスワード記
憶手段と、外部装置との通信手段と、これら各手段の動作を制御する情報の処理手段とを
備えている。

の処理手段が、ｂ１）行列の交代権に対
する入札額を上記通信手段を介して受け付けるステップと、ｂ２）上記落札条件記憶手段
に格納された落札条件を満たす、上記受け付けた入札額を提示した入札者を落札者として
決定するステップと、ｂ３）当該決定した落札者が落札した行列の交代権に対応する提供
者確認情報と落札者確認情報とを上記確認情報記憶手段から読み出すステップと、ｂ４）
上記ｂ２ステップで決定した落札者が落札した行列の交代権に対応する提供者側交代権用
パスワードと落札者側交代権用パスワードとを上記パスワード記憶手段から読み出すステ
ップと、ｂ５）上記ｂ３ステップで読み出した提供者確認情報と、上記ｂ４ステップで読
み出した落札者側交代権用パスワードとを、上記ｂ２ステップで決定した落札者の端末に
送信するステップと、ｂ６）上記ｂ３ステップで読み出した落札者確認情報と、上記ｂ４
ステップで読み出した提供者側交代権用パスワードとを、上記ｂ２ステップで決定した落
札者が落札した行列の交代権を提供した提供者の端末に送信するステップと、を実行する
。

の処理手
段

ｂ５
、上記ｂ６ステップで送信した



例えば、人気時計、バッグなどを購入するために行列に並んでいる者とその行列を交代し
たり、アミューズメント施設、人気飲食店などのサービスを受けるために行列に並んでい
る者とその行列を交代する権利が該当する。「交代権用パスワード」は、正当な利用者か
どうかを確認するための情報を広く含み、例えば、数字や文字列による符号のほか、バー
コードなども該当する。
【００１１】
本発明では、競売システムが、待ち行列の交代権の落札者を決定すると共に、当該交代権
に対応する落札者側パスワードと提供者側パスワードとの対応関係を照合して行列の交代
を許可する旨の情報を落札者の端末又は／及び提供者の端末に送信するので、落札者は、
待ち行列の交代権を落札することによって、行列を交代して商品や役務の提供を受けるこ
とが可能となると共に、提供者は、待ち時間の対価を取得することが可能となる。
【００１９】
請求項 記載の発明は、請求項 記載の待ち行列の交代方法に用いられる競売システムで
あって、前記競売システムは、商品役務の提供を受けるために行列して待っている提供者
と行列を交代する、行列の交代権と、前記行列して待っている提供者を確認するための提
供者確認情報と、前記行列の交代権を落札した落札者を確認するための落札者確認情報と
を関連付けて格納する確認情報記憶手段と、前記行列の交代権を落札する落札条件を格納
した落札条件記憶手段と、前記行列の交代権と、提供者側交代権用パスワードと、落札者
側交代権用パスワードとを関連付けて格納するパスワード記憶手段と、外部装置との通信
手段と、これら各手段の動作を制御する情報の処理手段とを備える。そして、前記処理手
段は、ａ）行列の交代権に対する入札額を前記通信手段を介して受け付けるステップと、
ｂ）前記落札条件記憶手段に格納された落札条件を満たす、前記受け付けた入札額を提示
した入札者を落札者として決定するステップと、ｃ）当該決定した落札者が落札した行列
の交代権に対応する提供者確認情報と落札者確認情報とを前記確認情報記憶手段から読み
出すステップと、ｄ）前記ｂステップで決定した落札者が落札した行列の交代権に対応す
る提供者側交代権用パスワードと落札者側交代権用パスワードとを前記パスワード記憶手
段から読み出すステップとを実行する。上記処理手段は、ｅ）前記ｃステップで読み出し
た提供者確認情報と、前記ｄステップで読み出した落札者側交代権用パスワードとを、前
記ｂステップで決定した落札者の端末に送信するステップと、ｆ）前記ｃステップで読み
出した落札者確認情報と、前記ｄステップで読み出した提供者側交代権用パスワードとを
、前記ｂステップで決定した落札者が落札した行列の交代権を提供した提供者の端末に送
信するステップと、ｇ）前記提供者が行列して待っている際に、前記ｅステップの落札者
の端末に送信した落札者側交代権用パスワード及び提供者確認情報に基づいて、前記落札
者から提示された落札者側交代権用パスワードを行列の交代権に関連付けて、前記提供者
の端末から前記通信手段を介して受信するステップと、ｈ）前記提供者が行列して待って
いる際に、前記ｆステップの提供者の端末に送信した提供者側交代権用パスワード及び落
札者確認情報に基づいて、当該提供者から提示された提供者側交代権用パスワードを行列
の交代権に関連付けて、前記落札者の端末から前記通信手段を介して受信するステップと
を実行する。更に、上記処理手段は、ｊ）前記ｇステップで受信した行列の交代権に関連
付けられた落札者側交代権用パスワードと、前記ｈステップで受信した行列の交代権に関
連付けられた提供者側交代権用パスワードとの対応関係と、前記ｅステップで送信した落
札者側交代権用パスワードと、前記ｆステップで送信した提供者側交代権用パスワードと
の対応関係とを照合し、照合結果が一致した場合は、行列の交代を許可する旨の情報を前
記落札者の端末又は／及び前記提供者の端末に送信するステップを実行する、という構成
を採っている。
【００２０】
ここで、「提供者確認情報」と「落札者確認情報」はともに、提供者と落札者の間で行列
の交代権を取引する際に、取引の安全性を高めるために用いられる情報である。「提供者
確認情報」は、例えば、提供者の顔写真、性別、身長などが想定され、落札者の端末に表
示される。「落札者確認情報」は、例えば、落札者の顔写真、性別、身長などが想定され
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、提供者の端末に表示される。
【００２１】
落札者は自己の端末に表示された、提供者の顔写真、性別、身長などの提供者確認情報を
、提供者は自己の端末に表示された、落札者の顔写真、性別、身長などの落札者確認情報
を、対面（取引）の際に、お互いが自分の目で見て確認するので、目の前の人物が本当に
自分の取引相手かどうかを判断しやすく、取引の安全性、確実性を高めることが可能とな
る。
【００２２】
本発明では、処理手段が、待ち行列の交代権の落札者を決定し、この交代権に対応する落
札者側パスワードと提供者側パスワードとの対応関係を照合することによって、落札者は
提供者と行列を交代して商品や役務の提供を受けることが可能となる。
【００２３】
請求項 記載の発明は、請求項 記載の競売システムにおいて、上記競売システムが、入
札者の識別情報と、当該入札者が決済するための決済情報との関連付けを格納する決済情
報記憶手段を備える。そして、上記処理手段は、上記行列の交代権に対する入札額と入札
者の識別情報とを関連付けて、上記通信手段を介して受け付け、上記落札条件記憶手段に
格納された落札条件を満たす、上記ｂステップの落札者を決定すると、当該決定した落札
者の識別情報に関連付けられた決済情報を上記決済情報記憶手段から読み出し、当該読み
出した決済情報に基づく決済を上記落札者が提示した入札額に対して行わせるために、上
記読み出した決済情報と上記決定した落札者が提示した入札額とを関連付けて、上記通信
手段を介して、外部の決済システムに送信する。
【００２４】
ここで、決済方法は、上記決済情報に基づく決済を落札者の落札額に対して行わせること
が可能であればその種類は問わないが、例えば、落札者の端末に内蔵された口座番号等の
電子マネー情報や、プリペイド式のカードに記録されたパスワードを、金融機関に送信す
る方法などがあげられる。
【００２５】
これによると、処理手段が決済情報と落札額とを決済システムに送信するので、落札者は
、落札額に対する決済を確実に行うことが可能となる。
【００２６】
これにより、前述した目的を達成しようとするものである。
【００２７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態を図１乃至図９に基づいて説明する。なお、以下の詳細な説明は
本実施形態の一例を示すものであって、本発明の権利範囲がこれに限定されるものではな
い。当業者において通常用いられる代替手段の採用が可能である。
【００２８】
〔第１の実施形態〕
【００２９】
図１に第１の実施形態の全体構成を示す。
【００３０】
図１に示す第１の実施形態は、入札者の端末２と、入札者が入札する待ち行列の免除権の
競売システム１と、待ち行列の免除権を落札した落札者が本人かどうかを確認する免除権
用認証システム３と、落札者が落札した落札額に対する決済処理を行う決済システム４と
を備えている。ここで、図１において、符号５は、インターネット網、ＬＡＮ、公衆回線
網、無線通信網、ＷＡＮ等を含む通信ネットワークである。
【００３１】
上記構成を更に詳述すると、本実施形態において、競売システム１は、実際には図１に示
すように、処理手段１０１と、入力手段１０２と、表示手段１０３と、
通信手段１０４と、免除権記憶手段１０５と，落札条件記憶手段１０６と，決済情報記憶

10

20

30

40

50

(6) JP 3581123 B2 2004.10.27

３ ２



手段１０７と、登録会員情報記憶手段１０８とを備えている。
【００３２】
免除権用認証システム３は、実際には図１に示すように、処理手段１０１と、入力手段１
０２と、通信手段１０４と、情報の記憶手段１０９とを備えている。
【００３３】
ここで、処理手段１０１は、ＣＰＵを含む。入力手段１０２は、キーボード、タッチパネ
ルやマウス等である。表示手段１０３は、液晶表示装置等のディスプレイである。通信手
段１０４は、情報を送受信するための通信インターフェースであり、例えばモデムやアン
テナ等である。記憶手段１０５，１０６，１０７，１０８，１０９は、ＲＡＭやＲＯＭ、
ＨＤＤ等である。
【００３４】
入札者の端末２は、データ通信が可能なコンピュータ搭載の端末であれば、その種類は問
わないが、例えば、携帯電話、パソコン、双方向テレビ、家庭用ゲーム機、ＰＤＡ等の各
端末である。
【００３５】
免除権用認証システム３は、商品や役務の提供元、例えば、商品販売店や、スポーツ施設
、アミューズメント施設などに設置される。
【００３６】
決済システム４は、決済処理用のコンピューターシステムであり、クレジット会社や金融
機関などに設置されている。
【００３７】
本システムを活用すると、行列に並ばないで人気商品や役務の提供を受けることが実現で
きる。
【００３８】
これを具体的に説明する。
【００３９】
本実施形態において、登録会員情報記憶手段１０８が、待ち行列の免除権を提供する提供
者や、上記待ち行列の免除権の入札を行う入札者の登録会員情報を格納している。
【００４０】
本システムを利用するには、上述した提供者と入札者がともに、会員として登録されてい
ることを前提条件とする。登録会員情報には、会員ＩＤやパスワード、氏名や住所、連絡
先（例えば、メールアドレス、電話番号など）、生年月日、口座番号などが含まれる。
【００４１】
免除権記憶手段１０５の免除権ＤＢは、図２（Ａ）に示すように、待ち行列の免除権と、
免除権固有の免除権用パスワードとの関連付けを格納している。、待ち行列の免除権を提
供した提供者の属性情報との関連付けを格納している。
【００４２】
ここで、待ち行列の免除権は、どのような商品や役務に関する権利であるかを問わないが
、本実施形態では、待ち行列なしでコンサートチケットを獲得する権利であるという前提
で話を進め、よって、免除権用認証システム３がコンサート会場やチケット販売所に設置
されていることを想定する。なお、上述した提供者は、本実施形態においてはコンサート
の主催業者を想定している。
【００４３】
免除権ＤＢに格納される行列の免除権は、業者から予め指定された商品やチケットの数量
分に相当する権利であってもよいし、チケットを正規に購入した者が返品した数量分に相
当する権利であってもよい。例えば、コンサートチケットを購入した者が３枚のチケット
を返品した場合は、３枚分のチケットに相当する行列の免除権を免除権ＤＢに登録するよ
うにしてもよい。
【００４４】
落札条件記憶手段１０６には、待ち行列の免除権を落札する落札条件を格納する。落札条
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件は、例えば、最高額を提示した場合に落札するという条件や、予め設定された入札額を
最も早く提示した場合に落札するという条件などが想定されるが、これらの限りではない
。
【００４５】
決済情報記憶手段１０７の決済情報ＤＢには、図２（Ｂ）に示すように、入札者固有のＩ
Ｄ等の識別情報と、当該入札者が決済するための決済情報との関連付けを格納する。決済
情報には、入札者の氏名・名称、住所・居所、クレジットカードや銀行引き落とし，払込
用紙による支払いなどの決済方法、決済サーバのホスト名、口座番号、電子メールアドレ
スなども含まれている。なお、「ＤＢ」はデータベースの略である。
【００４６】
処理手段１０１は、待ち行列の免除権に対する入札額を通信手段１０４を介して受け付け
るようになっている。
【００４７】
処理手段１０１は、落札条件記憶手段１０６に格納された落札条件を満たす、上記受け付
けた入札額を提示した入札者を落札者として決定するようになっている。
【００４８】
処理手段１０１は、決定した落札者が落札した待ち行列の免除権に対応する免除権用パス
ワードを免除権記憶手段１０５の免除権ＤＢから読み出し、当該読み出した免除権用パス
ワードを上記決定した落札者の端末２に送信するようになっている。
なお、競売システム１と入札者の端末２間でやりとりするデータはＳＳＬにより通信する
。これによると、第三者が不正に免除権用パスワードを追加・削除・改変して免除権用パ
スワードを使用することを回避することができる。
【００４９】
処理手段１０１は、本人を主張する落札者を、上記決定した落札者と同一であると判断さ
せ、行列の免除権に関する行列の免除を判断させるために、上記読み出した免除権用パス
ワードを、通信手段１０４を介して、外部の免除権用認証システム３に送信するようにな
っている。
【００５０】
更に詳述する。
【００５１】
処理手段１０１は、待ち行列の免除権に対する入札額と入札者の識別情報とを関連付けて
、通信手段１０４を介して受け付け、落札条件記憶手段１０６に格納された落札条件を満
たす、上記落札者を決定すると、当該決定した落札者の識別情報に関連付けられた決済情
報を決済情報記憶手段１０７の決済情報ＤＢから読み出すようになっている。
【００５２】
処理手段１０１は、上記読み出した決済情報に基づく決済を上記落札者が提示した入札額
に対して行わせるために、上記読み出した決済情報と上記決定した落札者が提示した入札
額とを関連付けて、通信手段１０４を介して、外部の決済システム４に送信するようにな
っている。
【００５３】
処理手段１０１は、上記決定した落札者が決定した待ち行列の免除権を放棄する旨の情報
を通信手段１０４を介して受信すると、放棄した待ち行列の免除権と同一の待ち行列の免
除権の入札を行うために、当該待ち行列の免除権に対応する新規な免除権用パスワードを
免除権記憶手段１０５に登録し、当該待ち行列の免除権に対する入札額の受け付けを開始
するようになっている。
【００５４】
次に、本実施形態の動作を図３に基づいて説明する。
【００５５】
本実施形態において、コンサートの主催業者が、そのコンサートのチケット数十枚分に相
当する待ち行列の免除権を競売システム１の免除権ＤＢに登録し、この待ち行列の免除権

10

20

30

40

50

(8) JP 3581123 B2 2004.10.27



に対する入札を募るという前提で話を進める。なお、競売は、チケット販売日の前後一定
期間（例えば１０日間）の計２回行うものとし、各回において、１０分ごとに、枚数分に
相当する待ち行列の免除権の競売を行うものとする。
【００５６】
図３は、競売システム１の処理を示すフローチャートである。
【００５７】
入札者は、入札者の端末２から、通信ネットワーク５を介して競売システム１に接続し、
上述したコンサートチケットに関する待ち行列の免除権に対する入札額と入札者の識別情
報とを競売システム１に送信する。すると、競売システム１の処理手段１０１は、待ち行
列の免除権に対する入札額と、入札者の識別情報とを関連付けて、入札者の端末２から通
信手段１０４を介して受け付ける（Ｓ１０１）。ここで、入札者の識別情報は、入札者の
端末２から入力させる方法や、入札者の端末２の記憶装置から吸い上げる方法などがあげ
られる。待ち行列の免除権に対する入札額は、入札者が任意に定めればよい。
【００５８】
処理手段１０１は、落札条件記憶手段１０６に格納された落札条件を満たす入札額を提示
した入札者を落札者として決定する（Ｓ１０２）。
【００５９】
ここで、落札条件の内容は種々考えられるが、本実施形態では入札期間の１０分間に高額
を提示した入札者が落札するという条件を想定する。
【００６０】
処理手段１０１は、上記決定した落札者の識別情報に関連付けられた決済情報を決済情報
記憶手段１０７から読み出し、この決済情報に基づく決済を上記落札者が提示した入札額
に対して行わせるために、上記読み出した決済情報と上記決定した落札者が提示した入札
額とを関連付けて、通信手段１０４を介して、外部の決済システム４に送信する（Ｓ１０
３）。決済システム４は、落札額に対する決済（例えば、提供者の口座に振込み）を行う
。
【００６１】
処理手段１０１は、上述の決定した落札者が落札した待ち行列の免除権に対応する免除権
用パスワードを免除権記憶手段１０５から読み出し、この免除権用パスワードを上述の落
札者の端末２に送信する（Ｓ１０４）。
【００６２】
ここで、入札者の端末２は、物理的に１個の端末に限られず、入札者の操作する端末であ
れば複数の端末を含み得る。この送信の方法は、電子メール、ＦＡＸ、電話、ＵＲＬ等で
行う方法がある。このＵＲＬは、免除権用パスワードを表示するためのウェブページのア
ドレスであり、落札者はこのＵＲＬにアクセスして免除権用パスワードを確認する。
【００６３】
図４に免除権用パスワードを含む表示画面の一例を示す。
【００６４】
この図４に示す表示画面は落札者の端末２に表示される画面であり、落札者はこの画面を
通じて免除権パスワードを確認する。図４の表示画面には、免除権パスワード、行列の免
除権に関するコンサート名、コンサートの開催場所、開催日時、落札金額、落札日時、提
供者名などが含まれている。
【００６５】
処理手段１０１は、本人を主張する落札者を上述の決定した落札者と同一であると判断さ
せ、行列の免除権に関する行列の免除を判断させるために、上記Ｓ１０３ステップで読み
出した免除権パスワードを、通信手段１０４を介して、外部の免除権用認証システム３に
送信する（Ｓ１０５）。
【００６６】
このように、本実施形態によると、待ち行列の免除権に対する入札額を受け付け、当該待
ち行列の免除権の落札者の端末２に待ち行列の免除権に対応する免除権用パスワードを送
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信すると共に、当該免除権用パスワードを免除権用認証システム３に送信する。したがっ
て、落札者は、待ち行列の免除権を落札することにより、コンサート会場で行列待ちをせ
ずにコンサートのチケットを購入することが可能となる。しかもコンサートの主催業者は
、入札を通じて、コンサートの宣伝・広告を行うことできるので、コンサート関連の売上
を伸ばすことが可能となる。
【００６７】
本システムでは、入札者が個人でも法人でもあるので、法人と個人の間、法人と法人の間
における、待ち行列の免除権に関する商品や役務のすべてを対象とすることができ、これ
によって、あらゆる落札者が、待ち時間なしであらゆる商品や役務の提供を受けることが
可能となる。また、提供者は本システムを活用することにより商品や役務の宣伝を行うこ
とが可能となるので、その商品や役務の売上を伸ばすことが可能となる。
【００６８】
また、本実施形態によると、決済情報と落札額とを関連付けて、決済システム４に送信す
るので、この決済情報に基づく決済を落札者の落札額に対して行わせることが可能となる
。
【００６９】
続いて、競売システム１により送信された免除権用パスワードを落札者が利用するための
操作について説明する。
【００７０】
図５は、免除権用認証システム３の処理手段１０１が実行するプロセスのフローチャート
である。
【００７１】
落札者が、開催場所の免除権用認証システム３に免除権用パスワードを入力すると、免除
権用認証システム３の処理手段１０１は、落札者から免除権用パスワードを取得する（Ｓ
２０１）。この取得方法は、本実施形態では、タッチパネル、キーボードの操作により免
除権用認証システム３に直接入力して取得したり、パスワードがバーコードの場合などは
、バーコードリーダで取得したり、音声入力により免除権用認証システム３に直接入力し
て取得する方法が想定される。もちろん、落札者の端末２から免除権用認証システム３に
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈなどの無線通信を通じて取得する方法も想定される。
【００７２】
続いて、処理手段１０１は、落札者から取得した免除権用パスワードと、競売システム１
から取得した免除権用パスワードとを照合する（Ｓ２０２）。なお、競売システム１から
取得した免除権用パスワードは、免除権用認証システム３の情報の記憶手段１０９に管理
している。免除権用パスワードの認証は、落札者のＩＤ番号やパスワードを併用するよう
にしてもよい。
【００７３】
次に、処理手段１０１は、処理手段１０１における照合結果が一致した場合は、待ち行列
の免除を許可するために、当該照合結果が一致した旨の信号を免除報知手段３１に出力す
る（Ｓ２０３）。ここで、免除報知手段３１の内容は種々の手段が考えられるが、本実施
形態では照合結果が一致した旨の信号を受信するとその旨を表示するディスプレイを想定
している。
【００７４】
照合結果が一致した旨は、免除報知手段３１に表示され、チケット販売員は今回落札者の
利用しようとした免除権用パスワードが正当であることを確認することができ、落札者に
待ち行列の免除権と引き換えにチケットを時間待ちなしで販売することが可能となる。
【００７５】
一方、落札者が自己の行列の免除権を放棄する場合は、落札者が落札者の端末２からその
旨の情報を競売システム１に送信すると、競売システム１の処理手段１０１が、その旨の
情報を通信手段１０４を介して受信し、放棄した待ち行列の免除権と同一の待ち行列の免
除権の入札を行うために、当該待ち行列の免除権に対応する新規な免除権用パスワードを
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免除権記憶手段１０５に登録する。
【００７６】
これによると、放棄した待ち行列の免除権に対しても入札を受け付けるので、他の落札者
が行列待ちをせずに商品や役務の提供を受けることが可能となる。
【００７７】
本発明は上記実施形態に限らない。例えば、処理手段１０１は、単一のＣＰＵから構成さ
れる場合に限らず、分散処理を行う複数のコンピュータを含んでいてもよい。また、記憶
手段は、物理的に単一であるか複数であるかを問わない。
【００７８】
〔変形例１〕
【００７９】
競売システム１の処理手段１０１は、正規に購入した上述のコンサートチケットを返却す
る旨の情報を、通信手段１０４を介して受信すると、返却したチケットと同一のチケット
を待ち行列なしで獲得できる待ち行列の免除権の入札を行うために、当該待ち行列の免除
権を免除権用パスワードに関連付けて、免除権記憶手段１０５に登録する。この待ち行列
の免除権の入札は、上述した携帯電話機やＰＤＡのほか、コンサート会場に備えつけの端
末を通じて行うようにしてもよい。
【００８０】
〔変形例２〕
【００８１】
競売システム１は、更に、待ち行列を落札した落札者を確認するための落札者確認情報を
格納する落札者確認情報記憶手段（不図示）を備える。そして、処理手段１０１は、上記
入札額を提示した入札者を落札者として決定すると、当該決定した落札者の待ち行列の免
除権に対応する免除権パスワードと共に、落札者確認情報を上記落札者確認情報記憶手段
から読み出し、この落札者確認情報と上記免除権パスワードとを、免除権用認証システム
３に送信するようにしてもよい。落札者確認情報は、例えば、落札者の氏名、服装、身長
、性別、顔写真などが考えられる。これによると、落札者を主張する者が本人であるかど
うかを、落札者確認情報を通して確認できるため、取引の安全性、確実性を一層高めるこ
とが可能となる。例えば、免除権用認証システム３を現地で監視する係員は、ディスプレ
イなどに表示された顔写真や性別などを参照することにより、落札者を主張する者が本人
であるかどうかを、実際に目で見て確認できる。
【００８２】
〔第２の実施形態〕
【００８３】
図６に第２の実施形態の全体構成を示す。
【００８４】
図６に示す第２の実施形態は、前述した第１の実施形態における競売システム１が、商品
役務の提供を受けるために行列して待っている提供者と行列を交代する、行列の交代権と
、行列して待っている提供者を確認するための提供者確認情報と、行列の交代権を落札し
た落札者を確認するための落札者確認情報とを関連付けて格納する確認情報ＤＢを有する
確認情報記憶手段１１０を備えている点に特徴を有する。
【００８５】
また、競売システム１は、行列の交代権を落札する落札条件を格納した落札条件記憶手段
１０６と、行列の交代権と、提供者側交代権用パスワードと、落札者側交代権用パスワー
ドとを相互に関連付けて格納するパスワードＤＢを有するパスワード記憶手段１１１とを
備えている点に特徴を有する。
【００８６】
なお、競売システム１が、入札者の識別情報と、当該入札者が決済するための決済情報と
の関連付けを格納する決済情報記憶手段１０７と、登録会員情報記憶手段１０８と、外部
装置との通信手段１０４と、これら各手段の動作を制御する情報の処理手段１０１とを備
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えている点は、前述した第１の実施形態の場合と同様である。
【００８７】
登録会員情報記憶手段１０８を備えるのは、前述した第１の実施形態の場合と同様に、上
述した提供者と入札者がともに、会員として登録されていることを、本システムを利用す
るための前提条件とするからである。
【００８８】
ここで、図６において、符号６は提供者の端末であり、その種類は問わないが、データ通
信機能を備えた携帯電話機やＰＤＡなどが好適である。その他の構成は、図１の場合とほ
ぼ同一である。
【００８９】
本システムを活用すると、商品や役務の提供を受けるために行列して待っている提供者と
その行列を交代して、その商品や役務の提供を受けることが実現できる。
【００９０】
これを具体的に説明する。
【００９１】
確認情報ＤＢは、図７（Ａ）に示すように、行列の交代権と、提供者確認情報と、落札者
確認情報とを相互に関連付けている。
【００９２】
ここで、行列の交代権は、商品や役務の提供を受けるために行列に並んでいる者とその行
列を交代する権利であればどのような商品や役務に関する権利であるかを問わないが、本
実施形態では、待ち行列の交代権を、人気飲食店のサービスを受けるために行列に並んで
いる者とその行列を交代する権利であるという前提で話を進める。
【００９３】
提供者確認情報は、行列の中から提供者を探し出すための情報であり、例えば、提供者が
行列の何列目にいるといった行列の情報、提供者の氏名、服装、身長、性別、顔写真など
が含まれる。
【００９４】
落札者確認情報は、落札者を探し出すための情報であり、例えば、落札者の氏名、服装、
身長、性別、顔写真などが含まれる。
【００９５】
パスワードＤＢは、図７（Ｂ）に示すように、行列の交代権と、提供者側交代権用パスワ
ードと、落札者側交代権用パスワードとを相互に関連付けている。提供者側交代権用パス
ワードと、落札者側交代権用パスワードとは、乱数と暗号を組み合わせたＳＳＬ方式に準
拠して暗号化されているものとし、処理手段１０１が、上記両パスワードを暗号化する機
能を備えている。
【００９６】
本実施形態では、処理手段１０１は、行列の交代権に対する入札額を通信手段１０４を介
して受け付けるようになっている。
【００９７】
処理手段１０１は、落札条件記憶手段１０６に格納された落札条件を満たす、上記受け付
けた入札額を提示した入札者を落札者として決定するようになっている。
【００９８】
処理手段１０１は、上記決定した落札者が落札した行列の交代権に対応する提供者確認情
報と落札者確認情報とを確認情報記憶手段１０９の確認情報ＤＢから読み出すようになっ
ている。
【００９９】
処理手段１０１は、上記決定した落札者が落札した行列の交代権に対応する提供者側交代
権用パスワードと、落札者側交代権用パスワードとをパスワード記憶手段１１１のパスワ
ードＤＢから読み出すようになっている。
【０１００】
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処理手段１０１は、上記読み出した提供者確認情報と、上記読み出した落札者側交代権用
パスワードとを、上記決定した落札者の端末２に送信するようになっている。
【０１０１】
処理手段１０１は、上記読み出した落札者確認情報と、上記読み出した提供者側交代権用
パスワードとを、上記決定した落札者が落札した行列の交代権を提供した提供者の端末６
に送信するようになっている。
【０１０２】
処理手段１０１は、上記提供者が行列して待っている際に、上記落札者の端末２に送信し
た落札者側交代権用パスワード及び提供者確認情報に基づいて、上記落札者から提示され
た落札者側交代権用パスワードを行列の交代権に関連付けて、提供者の端末６から通信手
段１０４を介して受信するようになっている。
【０１０３】
処理手段１０１は、上記提供者が行列して待っている際に、提供者の端末６に送信した提
供者側交代権用パスワード及び落札者確認情報に基づいて、当該提供者から提示された提
供者側交代権用パスワードを行列の交代権に関連付けて、落札者の端末２から通信手段１
０４を介して受信するようになっている。
【０１０４】
処理手段１０１は、上記受信した行列の交代権に関連付けられた落札者側交代権用パスワ
ードと、上記受信した行列の交代権に関連付けられた提供者側交代権用パスワードとの対
応関係と、上記送信した落札者側交代権用パスワードと、上記送信した提供者側交代権用
パスワードとの対応関係とを照合し、照合結果が一致した場合は、行列の交代を許可する
旨の情報を落札者の端末２又は／及び提供者の端末６に送信するようになっている。
【０１０５】
次に、本実施形態の動作を図８に基づいて説明する。
【０１０６】
本実施形態において、人気飲食店の行列に並んでいる提供者が、その飲食店のサービスの
提供を断念し、その行列を交代する、待ち行列の交代権を提供者確認情報と関連付けて、
提供者の端末６から競売システム１に送信する。すると、競売システム１が、待ち行列の
交代権を提供者確認情報に関連付けて確認情報記憶手段１１０に登録し、この待ち行列の
交代権に対する入札を募るという前提で話を進める。
【０１０７】
図８は、競売システム１の処理を示すフローチャートである。
【０１０８】
入札者が、入札者の端末２から、通信ネットワーク５を介して競売システム１に接続し、
上述した人気飲食店のサービスを受けるための待ち行列の交代権に対する入札額と入札者
の識別情報とを競売システム１に送信する。すると、競売システム１の処理手段１０１は
、待ち行列の交代権に対する入札額と、入札者の識別情報とを関連付けて、入札者の端末
２から通信手段１０４を介して受け付ける（Ｓ３０１）。
【０１０９】
処理手段１０１は、落札条件記憶手段１０６に格納された落札条件を満たす、上記入札額
を提示した入札者を落札者として決定する（Ｓ３０２）。ここで、落札条件は、種々の条
件が考えられるが、本実施形態では、提供者が希望する入札額を最初に提示した入札者が
落札するという条件を想定する。この落札条件は上述した提供者が提示しているものと想
定する。
【０１１０】
処理手段１０１は、決定した落札者の識別情報に関連付けられた決済情報を決済情報記憶
手段１０７から読み出し、この決済情報に基づく決済を上記落札者が提示した入札額に対
して行わせるために、上記読み出した決済情報と、上記決定した落札者が提示した入札額
とを関連付けて、通信手段１０４を介して、外部の決済システム４に送信する（Ｓ３０３
）。
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【０１１１】
処理手段１０１は、決定した落札者が落札した行列の交代権に対応する、提供者確認情報
と落札者確認情報とを確認情報記憶手段１１０の確認情報ＤＢから読み出すと共に、上記
決定した落札者が落札した行列の交代権に対応する、提供者側交代権用パスワードと落札
者側交代権用パスワードとをパスワード記憶手段１１１のパスワードＤＢから読み出す（
Ｓ３０４）。
【０１１２】
処理手段１０１は、上記読み出した落札者確認情報と、上記読み出した提供者側交代権用
パスワードとを、上記決定した落札者が落札した行列の交代権を提供した提供者の端末６
に送信する（Ｓ３０５）。この送信の方法は、電子メール、ＦＡＸ、電話、ＵＲＬ等で行
う方法がある。
【０１１３】
処理手段１０１は、上記読み出した提供者確認情報と、上記読み出した落札者側交代権用
パスワードとを、上記決定した落札者の端末２に送信する（Ｓ３０６）。落札者の端末２
は、持ち運び可能な携帯電話機やＰＤＡが好適である。落札者が提供者を探す必要がある
ためである。
【０１１４】
図９（Ａ）は、落札者の端末２が競売システム１から受信した落札者側交代権用パスワー
ドと提供者確認情報とを表示する画面の一例である。
【０１１５】
この図９（Ａ）に示す画面には、落札者側交代権用パスワード、提供者確認情報、人気飲
食店名、行列の場所、行列の日時、落札額、提供者側交代権用パスワードの入力欄が含ま
れる。この入力欄については、後述する。提供者確認情報は、例えば、提供者の氏名、提
供者の服装、容姿、顔写真、性別、身長などに関する情報が想定され、落札者は、上述の
提供者確認情報を確認しつつ、行列して待っている提供者を探し出す。そして、落札者が
提供者を探し出すと、落札者は、その提供者に落札者側交換権用パスワードを提示する。
【０１１６】
図９（Ｂ）は、提供者の端末６が競売システム１から受信した提供者側交代権用パスワー
ドと落札者確認情報とを表示する画面の一例である。
【０１１７】
この図９（Ｂ）に示す画面には、提供者側交代権用パスワード、落札者確認情報、商品役
務名、落札額、落札者側交代権用パスワードの入力欄が含まれる。この入力欄については
、後述する。落札者確認情報は、例えば、落札者の氏名や服装、容姿、顔写真、性別、身
長などに関する情報が想定され、提供者は、上述の落札者確認情報を確認しつつ、行列の
交代権を落札した落札者を探し出す。そして、提供者が落札者を確認すると、提供者は、
その落札者に提供者側交換権用パスワードを提示する。
【０１１８】
提供者は、行列して待っている際に、端末６を操作して、落札者から提示された落札者側
交代権用パスワードを行列の交代権に関連付けて入力する。この入力の方法は、例えば、
端末６に表示された図９（Ｂ）に示す画面上の入力欄に上述した落札者側交代権用パスワ
ードを入力する方法が該当するが、これに限らない。
【０１１９】
そして、提供者が、端末６から上述した落札者側交代権用パスワードを競売システム１に
送信する。すると、競売システム１の処理手段１０１は、上記落札者の端末２に送信され
た落札者側交代権用パスワード及び提供者確認情報に基づいて、上記落札者から提示され
た落札者側交代権用パスワードを行列の交代権に関連付けて、上記提供者の端末６から通
信手段１０４を介して受信する（Ｓ３０７）。
【０１２０】
落札者は、提供者が行列して待っている際に、端末２を操作して、提供者から提示された
提供者側交代権用パスワードを行列の交代権に関連付けて入力する。この入力の方法は、
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例えば、端末６に表示された図９（Ａ）に示す画面上の入力欄に上述した落札者側交代権
用パスワードを入力する方法が該当するが、これに限らない。
【０１２１】
そして、落札者が、端末２から上述した提供者側交代権用パスワードを競売システム１に
送信する。すると、競売システム１の処理手段１０１は、上記提供者の端末２に送信され
た提供者側交代権用パスワード及び落札者確認情報に基づいて、上記提供者から提示され
た提供者側交代権用パスワードを行列の交代権に関連付けて、上記落札者の端末２から通
信手段１０４を介して受信する（Ｓ３０８）。
【０１２２】
処理手段１０１は、端末６から受信した行列の交代権に関連付けられた落札者側交代権用
パスワードと、端末２から受信した提供者側交代権用パスワードとの対応関係と、上記送
信した落札者側交代権用パスワードと、上記送信した提供者側交代権用パスワードとの対
応関係とを照合し、照合結果が一致した場合は、行列の交代を許可する旨の情報を上記提
供者の端末６及び落札者の端末２に送信する（Ｓ３０９）。なお、処理手段１０１は、端
末６又は端末２の一方に送信するようにしてもよい。
【０１２３】
提供者と落札者が、端末に表示された、行列を交代を許可する旨の情報を確認すると、提
供者は落札者と行列を交代する。
【０１２４】
このように、本実施形態によると、競売システム１の処理手段１０１が、行列の交代権を
落札した端末２に対し、落札者側交代権用パスワードと提供者確認情報とを送信すると共
に、提供者側交代権用パスワードと落札者確認情報とを提供者の端末６に送信する。そし
て、処理手段１０１が、落札者側交代権用パスワードと提供者側交代権用パスワードとの
対応関係の一致性を認めた場合に、行列の交代を許可する旨の情報を提供者の端末６及び
落札者の端末２に送信する。したがって、提供者は、行列に並んでいた時間を金銭価値に
換えることが可能となると共に、落札者は、金銭価値と引き換えに提供者と行列を交代し
て人気飲食店のサービスを受けることが可能となる。
【０１２５】
また、本実施形態によると、処理手段が決済情報と落札額とを決済システムに送信するの
で、落札者に対し決済を行うことが可能となる。したがって、提供者は行列に並んだ時間
に対する対価を受け取ることが可能となる。
【０１２６】
〔変形例〕
【０１２７】
上記実施形態では、処理手段１０１が、落札者側交代権用パスワードと提供者側交代権用
パスワードとの対応関係を照合する手順を示したが、処理手段１０１が、落札者側交代権
用パスワード又は提供者側交代権用パスワードの一方を順次照合することも可能である。
次に述べる照合手順は、落札者側交代権用パスワード、提供者側交代権用パスワードの順
序で順次照合する場合で説明しているが、提供者側交代権用パスワード、落札者側交代権
用パスワードの順序で順次照合するようにしてもよい。
【０１２８】
例えば、上述したステップＳ３０７、ステップＳ３０８の受信処理において、まず、競売
システム１の処理手段１０１は、提供者が行列して待っている際に、上述の落札者の端末
２に送信された提供者確認情報及び落札者側交代権用パスワードとに基づいて、落札者か
ら提示された落札者側交代権用パスワードを待ち行列の免除権に関連付けて、提供者の端
末６から通信手段１０４を介して受信する（Ｓ３０７－１）。
【０１２９】
続いて、処理手段１０１は、受信した落札者側交代権用パスワードと、上述したステップ
Ｓ３０６の送信処理における落札者側交代権用パスワードとを照合し、照合結果が一致し
た場合は、提供者側交代権用パスワードの送信を落札者の端末２に要求する（Ｓ３０７－
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２）。
【０１３０】
次に、処理手段１０１は、提供者が行列して待っている際に、上述の提供者の端末６に送
信された落札者確認情報及び提供者側交代権用パスワードとに基づいて、提供者から提示
された落札者側交代権用パスワードを待ち行列の免除権に関連付けて、落札者の端末２か
ら通信手段１０４を介して受信する（Ｓ３０８－１）。
【０１３１】
そして、上述したステップＳ３０９の送信処理において、処理手段１０１は、当該受信し
た提供者側交代権用パスワードと、上述したステップＳ３０５の送信処理における提供者
側交代権用パスワードとを照合し、照合結果が一致した場合は、行列の交代を許可する旨
の情報を提供者の端末６及び落札者の端末２に送信するようにしてもよい（Ｓ３０９－１
）。
【０１３２】
本発明は上記実施形態に限らない。例えば、処理手段１０１は、単一のＣＰＵから構成さ
れる場合に限らず、分散処理を行う複数のコンピュータを含んでいてもよい。また、記憶
手段は、物理的に単一であるか複数であるかを問わない。入札者の端末２および提供者の
端末６は、本実施形態では別個独立した場合を例示したが、単一の端末装置を、パスワー
ドの設定等により、入札者の端末あるいは提供者の端末として機能させるようにしてもよ
い。
【０１３３】
【発明の効果】
【０１３４】
本発明によると、競売システムが、待ち行列の交代権の落札者を決定すると共に、当該交
代権に対応する落札者側パスワードと提供者側パスワードとの対応関係を照合して行列の
交代を許可する旨の情報を落札者の端末又は／及び提供者の端末に送信するので、落札者
は、待ち行列の交代権を落札することによって、行列を交代して商品や役務の提供を受け
ることができると共に、提供者は、待ち時間に対する対価を受け取ることができる。
【０１３５】
競売システムが、決済情報と落札額とを決済システムに送信する場合は、落札者は落札額
に対する決済を確実に行うことができる。
【０１３７】
このように、商品や役務の提供を受けるための待ち時間や手間、労力を金銭価値と引き換
えて商品や役務の提供を優先して獲得するという、従来にない待ち行列の交代方法 競
売システムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態を示すシステムの構成図である。
【図２】図１に示すデータベースのデータ構造である。
【図３】図１に示す競売システムの処理を示すフローチャートである。
【図４】免除権用パスワードを含む表示画面の一例である。
【図５】図１に示す免除権用認証システムの処理を示すフローチャートである。
【図６】第２の実施形態を示す競売システムの構成図を示す
【図７】図６に示すデータベースのデータ構造図である。
【図８】図６に示す競売システムの処理を示すフローチャートである。
【図９】落札者側交代権用パスワードと提供者確認情報とを表示する画面の一例である。
【符号の説明】
１　競売システム
２　入札者の端末
３　免除権用認証システム
４　決済システム
５　通信ネットワーク
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６　提供者の端末
３１　免除報知手段
１０１　処理手段
１０２　入力手段
１０３　表示手段
１０４　通信手段
１０５　免除権記憶手段
１０６　落札条件記憶手段
１０７　決済情報記憶手段
１０８　登録会員情報記憶手段
１０９　情報の記憶手段
１１０　確認情報記憶手段
１１１　パスワード記憶手段
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【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】
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